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税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

は、プライスウォーターハウスクーパース(PwC) 
グローバルネットワークの日本におけるメンバー 
ファームです。公認会計士、税理士等約 580 人の

スタッフを有する日本最大級のタックスアドバイ 
ザーであり、そのうち、約100名が金融部に所属し

ています。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人

の申告、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、

連結納税制度など幅広い分野において税務コン

サルティングを提供しています。 
 
PwC のグローバルネットワーク (www.pwc.com) 
に属する PwC 各メンバーファームは、クライアント

およびクライアントを取り巻く人々の信頼の確立と、

価値の向上を目指して、監査、税務、アドバイザ 
リーサービスにおいて、クライアントの業種に焦点

をあてたサービスを提供しております。PwC は、 
世界153カ国に155,000人のスタッフを有し、常に

新たな視点からクライアントのご要望に即したアド

バイスを提供できるよう、そのネットワークを十分

に活用して問題解決に取り組んでいます。 
 
私どもが提供しておりますニュースは、概略的な

内容をご紹介しているにすぎません。個別案件へ

の対応、またはより専門的な案件への取り組みに

際しましては、ぜひ私どもの金融部を皆様のよき

パートナーとしてご利用ください。 
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〒100-6015  
東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 
霞が関ビル15階 
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2009 年度税制改正 

投資法人および特定目的会社の 

導管性要件について 
 

2009年3月31日に公布された所得税法の一部を改正する法律（以

下、「2009年度税制改正」）により、租税特別措置法に規定される投

資法人および特定目的会社の導管性要件に関して、配当の範囲、

90%超配当要件および機関投資家の範囲等について改正が行わ

れました。 
 
本ニュースレターでは、2009年度税制改正における投資法人およ

び特定目的会社の導管性要件の改正点について、その概要をご紹

介します。 
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投資法人 

配当の範囲 

2009 年度税制改正前の租税特別措置法（以下、「旧措置法」）において、投資法人が行う金銭の分配のうち、利益

の配当からなる部分の金額（以下、「配当等の額」）で、一定の要件（以下、「導管性要件」）を満たす事業年度に係る

ものは、その投資法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるとされています。 
 
2009年度税制改正により、改正後の租税特別措置法（以下、「新措置法」）において、配当等の額には、配当見合い

の合併交付金が含まれることとされました。 
 
90%超配当要件 

旧措置法において、投資法人が導管性要件を満たすためには、その事業年度に係る配当等の額の支払額が当該

事業年度の配当可能所得の金額の90%を超えていることが必要（以下、「90%超配当要件」）とされていました。配

当可能所得の金額は、配当等の損金算入を行わないで計算した場合のその事業年度の所得の金額（税務上の所

得金額）とされていました。 
 
2009年度税制改正により、90%超配当要件は、会計上の税引前当期純利益金額を基準とした配当可能利益の額

により判定されることとされました。以下の金額がある場合には、それぞれに定める金額を控除した金額が配当可能

利益の額とされます。 
① 前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額 
② 負ののれん発生益の金額 当該負ののれん発生益の金額 
③ 減損損失の金額 当該減損損失の金額の90%相当額 

 
また、配当可能利益の額の計算上、控除された負ののれん発生益の金額（以下、「控除済負ののれん発生益の

額」）がある場合には、その事業年度以後の各事業年度の配当可能利益の額の計算において、原則として、控除済

負ののれん発生益の額に当該各事業年度の月数を乗じて、これを1,200で除して計算した金額、例外として、一定

の要件を満たした場合に認められる特別な算式により計算した金額を加算することとされました。 
 
特定目的会社 

90%超配当要件 

2009 年度税制改正により、特定目的会社についても上述の投資法人と同様の 90%超配当要件の改正が行われま

した。ただし、投資法人の 90%超配当要件に規定されている負ののれん発生益の金額についての調整は、特定目

的会社には規定されていません。 
 
機関投資家の範囲 

2009 年度税制改正により、特定目的会社の導管性要件における機関投資家の範囲に沖縄振興開発金融公庫が

加えられました。また、導管性要件のうち「特定社債が機関投資家のみによって引き受けられたものであること」およ

び「特定目的借入れが機関投資家からのものであること」の要件の判定上、特定社債流動化特定目的会社が追加

されました。特定社債流動化特定目的会社とは、金融商品取引法上、適格機関投資家として認められる要件を備え

た特定目的会社（有価証券および投資有価証券の金額の合計額が 10 億円以上であるもの等）で、その特定資産が

次に掲げる資産のみであるものをいいます。 
① 特定資産が不動産等のみである特定目的会社が発行する特定社債 
② 特定資産が不動産等のみである特定目的会社が特定目的借入を行う場合のその特定目的会社に対する

貸付金 
③ 匿名組合契約の営業者が匿名組合契約に係る事業のために借入を行う場合のその営業者に対する貸付

金 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 

 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 
金融部  
〒100-6015  
東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号  
霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表） 
http://www.pwc.com/jp/tax 
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